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１　【ファンドの運用状況】

以下は平成24年５月末日現在の運用状況です。

また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

（１）　【投資状況】

資産の種類 国／地域 時価合計(円) 投資比率(％)

投資証券 モーリシャス 823,382,018 95.41

親投資信託受益証券 日本 20,196,687 2.34

コール・ローン等、その他の資産

(負債控除後)
― 19,448,023 2.25

合計(純資産総額)  863,026,728 100.00

（２）　【運用実績】

① 【純資産の推移】

平成24年５月末日および同日前１年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産

の推移は次の通りです。

純資産総額(百万円) １口当たり純資産額(円)

(分配落ち) (分配付き) (分配落ち) (分配付き)

第５期中間計算期間末

（平成24年４月25日） 1,008 1,008 0.39970.3997

平成23年５月末日 1,520 ─ 0.5461 ─

平成23年６月末日 1,543 ─ 0.5584 ─

平成23年７月末日 1,477 ─ 0.5426 ─

平成23年８月末日 1,273 ─ 0.4746 ─

平成23年９月末日 1,157 ─ 0.4364 ─

平成23年10月末日 1,147 ─ 0.4388 ─

平成23年11月末日 1,007 ─ 0.3880 ─

平成23年12月末日 891 ─ 0.3460 ─

平成24年１月末日 1,047 ─ 0.4078 ─

平成24年２月末日 1,170 ─ 0.4577 ─

平成24年３月末日 1,100 ─ 0.4331 ─

平成24年４月末日 1,006 ─ 0.3996 ─

平成24年５月末日 863 ─ 0.3444 ─

※純資産総額（百万円）は単位未満を切捨てて表示しています。

② 【分配の推移】

期間 １口当たりの分配金（円）

第５期中間計算期間

(平成23年10月26日～平成24年４月25日)
―

③ 【収益率の推移】
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期間 収益率（％）

第５期中間計算期間

(平成23年10月26日～平成24年４月25日)
△3.8

※計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付きの額）から当該計算期間の直前

の計算期間末の基準価額（分配落ちの額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除

した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。な

お、小数点以下２桁目を四捨五入し、小数点以下１桁目まで表示しております。

２　【設定及び解約の実績】

期間 設定数量（口数） 解約数量（口数）

第５期中間計算期間

（平成23年10月26日～平成24年４月25日）
46,856,062144,991,265
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３【ファンドの経理状況】

（１）当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する

規則」（昭和52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条の３及び第57条の２の規定によ

り、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成

しております。

なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

（２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第５期中間計算期

間（平成23年10月26日から平成24年４月25日まで）の中間財務諸表について、有限責任

監査法人ト－マツによる中間監査を受けております。
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　　　　　　　　新生・ＵＴＩインドインフラ関連株式ファンド　中間財務諸表
（１）【中間貸借対照表】

（単位：円）

第４期
（平成23年10月25日現在）

第５期中間計算期間
（平成24年４月25日現在）

資産の部

流動資産

コール・ローン 21,050,599 35,207,963

投資証券 1,037,249,407 961,348,440

親投資信託受益証券 20,184,761 20,194,699

未収入金 25,000,000 －

未収利息 28 48

流動資産合計 1,103,484,795 1,016,751,150

資産合計 1,103,484,795 1,016,751,150

負債の部

流動負債

未払解約金 5,178,911 1,304,594

未払受託者報酬 368,831 279,434

未払委託者報酬 8,040,368 6,091,593

その他未払費用 526,308 524,844

流動負債合計 14,114,418 8,200,465

負債合計 14,114,418 8,200,465

純資産の部

元本等

元本 2,621,319,674 2,523,184,471

剰余金

中間剰余金又は中間欠損金（△） △1,531,949,297 △1,514,633,786

純資産合計 1,089,370,377 1,008,550,685

負債純資産合計 1,103,484,795 1,016,751,150
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（２）【中間損益及び剰余金計算書】
（単位：円）

第４期中間計算期間
(自平成22年10月26日
　 至平成23年４月25日）

第５期中間計算期間
(自平成23年10月26日
　 至平成24年４月25日）

営業収益

受取利息 9,385 4,966

有価証券売買等損益 △187,155,146 △33,891,029

営業収益合計 △187,145,761 △33,886,063

営業費用

受託者報酬 465,362 279,434

委託者報酬 10,144,824 6,091,593

その他費用 523,432 524,844

営業費用合計 11,133,618 6,895,871

営業利益又は営業損失（△） △198,279,379 △40,781,934

経常利益又は経常損失（△） △198,279,379 △40,781,934

中間純利益又は中間純損失（△） △198,279,379 △40,781,934

一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
約に伴う中間純損失金額の分配額（△）

△18,558,826 △402,047

期首剰余金又は期首欠損金（△） △1,001,052,832 △1,531,949,297

剰余金増加額又は欠損金減少額 87,098,120 84,755,468

中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
少額

87,098,120 84,755,468

中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
少額

－ －

剰余金減少額又は欠損金増加額 28,964,804 27,060,070

中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
加額

－ －

中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
加額

28,964,804 27,060,070

中間剰余金又は中間欠損金（△） △1,122,640,069 △1,514,633,786
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（３）【中間注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記）

項目

第５期中間計算期間

　　　　　　　　　　　　　（自平成23年10月26日

　　　　　　　　　　　　　　至平成24年４月25日）

１．有価証券の評価基準

及び評価方法

(１)投資証券

　移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、中間

計算期間末日に知りうる直近の日の基準価額に基づいて評価しております。

(２)親投資信託受益証券

　移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、中間

計算期間末日における親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価してお

ります。

２．その他中間財務諸表

作成のための基本と

なる重要な事項

ファンドの中間計算期間

当ファンドの計算期間は原則として、毎年10月26日から翌年10月25日までと

しており、第５期中間計算期間は平成23年10月26日から平成24年４月25日まで

となっております。

（追加情報）

第５期中間計算期間

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（自平成23年10月26日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　至平成24年４月25日）

第５期中間計算期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及

び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号　平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤

謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号　平成21年12月４日）を適用して

おります。

（中間貸借対照表に関する注記）

項目
第４期

（平成23年10月25日現在）

第５期中間計算期間

（平成24年４月25日現在）

１．当該中間計算期間の末日における

受益権総数

２．投資信託財産の計算に関する規則

第55条の６第10号に規定する額

元本の欠損

３．１口当たり純資産額

(１万口当たり純資産額）

2,621,319,674口

1,531,949,297円

0.4156円

（4,156円）

2,523,184,471口

1,514,633,786円

0.3997円

（3,997円）

（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

第４期中間計算期間

　　　　　　　（自平成22年10月26日

　　　　　　　　至平成23年４月25日）

第５期中間計算期間

　　　　　　　（自平成23年10月26日

　　　　　　　　至平成24年４月25日）
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剰余金増加額又は欠損金減少額及び剰余金減少額 

又は欠損金増加額

　中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少

額、及び中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損

金増加額はそれぞれ剰余金減少額又は欠損金増加

額及び剰余金増加額又は欠損金減少額を差し引い

た純額で表示しております。

剰余金増加額又は欠損金減少額及び剰余金減少額  

又は欠損金増加額

　中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少

額、及び中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損

金増加額はそれぞれ剰余金減少額又は欠損金増加額

及び剰余金増加額又は欠損金減少額を差し引いた純

額で表示しております。

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

第４期

（平成23年10月25日現在）

第５期中間計算期間

（平成24年４月25日現在）

１．中間貸借対照表計

上額、時価及びそ

の差額

 貸借対照表上の金融商品は原則として

すべて時価で評価しているため、貸借対

照表計上額と時価との差額はありませ

ん。

 中間貸借対照表上の金融商品は原則と

してすべて時価で評価しているため、中

間貸借対照表計上額と時価との差額は

ありません。

２．時価の算定方法 （１）投資証券、親投資信託受益証券

「（重要な会計方針に係る事項に関す

る注記）」に記載しております。

（２）コール・ローン等の金銭債権及

び金銭債務

 これらの科目は短期間で決済されるた

め、時価は帳簿価額と近似していること

から、当該帳簿価額によっております。

（１）投資証券、親投資信託受益証券

「（重要な会計方針に係る事項に関す

る注記）」に記載しております。

（２）コール・ローン等の金銭債権及

び金銭債務

 これらの科目は短期間で決済されるた

め、時価は帳簿価額と近似していること

から、当該帳簿価額によっております。

３．金融商品の時価等

に関する事項の補

足説明

 金融商品の時価には、市場価格に基づ

く価額のほか、市場価格がない場合には

合理的に算定された価額が含まれてお

ります。当該価額の算定においては一定

の前提条件等を採用しているため、異な

る前提条件等によった場合、当該価額が

異なることもあります。

 金融商品の時価には、市場価格に基づ

く価額のほか、市場価格がない場合には

合理的に算定された価額が含まれてお

ります。当該価額の算定においては一定

の前提条件等を採用しているため、異な

る前提条件等によった場合、当該価額が

異なることもあります。

（重要な後発事象に関する注記）

第５期中間計算期間

　　　　　　（自平成23年10月26日

　　　　　　　至平成24年４月25日）

該当事項はありません。

（その他の注記）

１　開示対象ファンドの中間計算期間における元本額の変動

項目
第４期

（平成23年10月25日現在）

第５期中間計算期間

（平成24年４月25日現在）

期首元本額

期中追加設定元本額

期中一部解約元本額

3,007,420,911円

116,937,472円

503,038,709円

2,621,319,674円

46,856,062円

144,991,265円

EDINET提出書類

新生インベストメント・マネジメント株式会社(E13591)

半期報告書（内国投資信託受益証券）

 8/28



２　有価証券関係

第５期中間計算期間

（平成24年４月25日現在）

該当事項はありません。

３　デリバティブ取引関係

第４期

（平成23年10月25日現在）

第５期中間計算期間

（平成24年４月25日現在）

　該当事項はありません。 　該当事項はありません。
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４　【委託会社等の概況】

（１）　【資本金の額】

平成24年５月末現在 資本金 495,000,000円

発行可能株式総数 39,600株

発行済株式総数 9,900株

最近５年間における資本金の増減はありません。

（２）　【事業の内容及び営業の状況】

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券

投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその

運用（投資運用業）を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を

行っています。

平成24年５月末日現在、委託会社の運用する証券投資信託の本数は合計23本（追加型投資

信託17本、単位型投資信託６本）であり、純資産の総額は129,031百万円(百万円未満切捨)

です。

（３）　【その他】

１)定款の変更

平成19年６月28日に開催された定時株主総会において、公告の方法に関する定款変更、

平成19年８月９日および９月28日に開催された臨時株主総会において、目的に関する定

款変更、平成22年10月６日に開催された臨時株主総会において、本店の所在地に関する

定款変更が決議されました。

２)訴訟事件その他の重要事項

委託会社に重要な影響を与えると予想される訴訟事件などは発生していません。

委託会社の事業年度は、毎年４月１日より翌年３月31日までとし、事業年度末に決算を

行います。
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５【委託会社等の経理状況】

(1)　財務諸表の作成方法について  

委託会社である新生インベストメント・マネジメント株式会社（以下「当社」と

いう）の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38

年大蔵省令第59号）」（以下「財務諸表等規則」という）第2条の規定により、財務

諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52

号）に基づき作成されております。

 

なお、財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。

 

(2)　監査証明について  

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第11期事業年度（自平

成23年4月1日　至平成24年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマ

ツによる監査を受けております。
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財務諸表  

（1）【貸借対照表】  

期別
第10期 第11期

（平成23年3月31日現在）（平成24年3月31日現在）

科目
注記

金額（千円） 金額（千円）
番号

（資産の部）

　 流動資産

預金 ※2 748,455 797,088

前払費用 7,918 8,745

未収委託者報酬 189,465 147,167

未収運用受託報酬 22,526 21,488

未収収益 7,545 4,604

繰延税金資産 1,051 979

その他 － 13

流動資産計 976,962 980,087

固定資産

有形固定資産 51,809 46,248

建物 ※1 47,094 43,210

器具備品 ※1 4,714 3,037

無形固定資産 5,509 3,432

ソフトウェア 5,390 3,388

商標権 118 43

投資その他の資産 44,119 44,119

差入保証金 ※2 44,119 44,119

固定資産計 101,438 93,800

資産合計 1,078,401 1,073,888

期別
第10期 第11期

（平成23年3月31日現在）（平成24年3月31日現在）

科目
注記

金額（千円） 金額（千円）
番号

（負債の部）

流動負債

未払金 171,204 125,062

未払手数料 ※2 110,179 83,601

その他未払金 ※2 61,025 41,461

未払費用 10,667 9,858

未払法人税等 3,927 3,948

未払消費税等 2,406 2,726

その他 983 1,030

流動負債計 189,189 142,625

固定負債

資産除去債務 26,798 27,355

繰延税金負債 9,845 8,568

固定負債計 36,644 35,923
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負債合計 225,834 178,549

（純資産の部）

株主資本

資本金 495,000 495,000

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金 357,566 400,339

利益剰余金合計 357,566 400,339

株主資本合計 852,566 895,339

純資産合計 852,566 895,339

負債・純資産合計 1,078,401 1,073,888

（2）【損益計算書】  

期別

第10期 第11期

 （自 平成22年4月 1日 （自 平成23年4月 1日

   至 平成23年3月31日）   至 平成24年3月31日）

科目
注記

金額（千円） 金額（千円）
番号

営業収益

委託者報酬 1,571,807 1,377,872

運用受託報酬 122,817 111,721

その他営業収益 26,532 20,137

営業収益計 1,721,157 1,509,732

営業費用

支払手数料 ※1 969,557 848,355

広告宣伝費 34,827 28,754

公告費 600 600

調査費

図書費 586 563

調査費 109,811 109,013

委託計算費 25,355 20,396

営業雑経費

通信費 1,840 915

印刷費 13,862 13,767

協会費 3,017 2,881

その他営業雑経費 6,812 8,601

営業費用計 1,166,270 1,033,849

一般管理費

給料

役員報酬 25,290 20,100

給料・手当 204,317 186,239

賞与 34,115 27,803

退職給付費用 35,669 30,274

交際費 599 1,423
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旅費交通費 10,438 10,096

租税公課 4,139 3,978

不動産賃借料 37,458 44,119

固定資産減価償却費 4,711 7,637

資産除去債務利息費用 137 556

諸経費 66,498 72,053

一般管理費計 423,375 404,281

営業利益 131,511 71,601

営業外収益

受取利息 ※1 123 100

雑収入 3 11

営業外収益計 126 112

営業外費用

雑損失 1 2

営業外費用計 1 2

経常利益 131,636 71,711

特別損失

固定資産除却損 1,380 －

移転関連費用 ※2 12,891 －

特別損失計 14,271 －

税引前当期純利益 117,365 71,711

法人税、住民税及び事業税 ※1 42,887 30,144

法人税等調整額 16,142 59,029△1,206 28,938

当期純利益 58,335 42,772

（3）【株主資本等変動計算書】  

第10期(自 平成22年4月1日　至 平成23年3月31日） (単位：千円）

株主資本

　 資本金 当期首残高 　 495,000

　 当期末残高 　 495,000

　 利益剰余金

　 その他利益剰余金

　 繰越利益剰余金 当期首残高 　 299,231

　 当期変動額 当期純利益 58,335

　 当期末残高 　 357,566

　 利益剰余金合計 当期首残高 299,231

　 当期変動額 　 58,335

　 当期末残高 　 357,566

　 株主資本合計 当期首残高 794,231

　 当期変動額 　 58,335

　 当期末残高 852,566
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純資産合計 当期首残高 　 794,231

当期変動額 　 58,335

当期末残高 　 852,566

第11期(自 平成23年4月1日　至 平成24年3月31日） (単位：千円）

株主資本

　 資本金 当期首残高 　 495,000

　 当期末残高 　 495,000

　 利益剰余金

　 その他利益剰余金

　 繰越利益剰余金 当期首残高 　 357,566

　 当期変動額 当期純利益 42,772

　 当期末残高 　 400,339

　 利益剰余金合計 当期首残高 357,566

　 当期変動額 　 42,772

　 当期末残高 　 400,339

　 株主資本合計 当期首残高 852,566

　 当期変動額 　 42,772

　 当期末残高 895,339

純資産合計 当期首残高 　 852,566

当期変動額 　 42,772

当期末残高 　 895,339

〔重要な会計方針〕

項　　目 内　　　容

1. 固定資産の減価償却の方法

2. その他財務諸表作成のため
の基本となる重要な事項

① 有形固定資産
定率法によっております。なお、主な耐用年数は以下のとおりであり

ます。
建物    　3～38年
器具備品  3～20年

② 無形固定資産
定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについて

は、社内における利用可能期間（5年）に基づいております。

① 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

② 連結納税制度の適用
親会社である株式会社新生銀行を連結納税親会社として、連結納税

制度を適用しております。

〔追加情報〕

第11期
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （自 平成23年4月 1日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 至 平成24年3月31日）
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(会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用 )   
　当事業年度の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の
訂正に関する会計基準」 (企業会計基準第 24号　平成 21年 12月 4日 )及び「会計上の変更及び誤謬の
訂正に関する会計基準の適用指針」 (企業会計基準適用指針第24号　平成 21年 12月 4日）を適用してお
ります。

〔注記事項〕

（貸借対照表関係）

第10期
（平成23年3月31日現在）

第11期
（平成24年3月31日現在）

※ 1. 有形固定資産の減価償却累計額
建物　　　　　　　　1,281千円
器具備品　　　　　  9,839千円

※ 2. 関係会社に対する資産及び負債
預金　　　　　　　541,584千円
差入保証金　　　　 44,119千円
未払手数料　　　　 62,890千円
その他未払金       29,399千円

当該金額のうち、29,349千円は、連結
法人税額の当社の個別帰属額であり、連
結納税親会社へ支出すべき金額でありま
す。

※ 1. 有形固定資産の減価償却累計額
建物　　　　　　　　 5,165千円
器具備品　　　　　　11,516千円

※ 2. 関係会社に対する資産及び負債
預金　　　　　　　506,438千円
差入保証金　　　　 44,119千円
未払手数料　　　　 46,871千円
その他未払金       20,663千円

当該金額のうち、20,601千円は、連結
法人税額の当社の個別帰属額であり、連
結納税親会社へ支出すべき金額でありま
す。

（損益計算書関係）

                   第10期
           （自 平成22年4月 1日
             至 平成23年3月31日）

                   第11期
           （自 平成23年4月 1日
             至 平成24年3月31日）

※ 1.関係会社との取引
支払手数料　　　　  　　487,624千円
受取利息　　　　　　　　　　123千円
法人税、住民税及び事業税 29,349千円
当該金額は、連結法人税額のうち、
当社の個別帰属額であり、連結納税親
会社へ支払う金額であります。

※ 2. 移転関連費用12,891千円は、事務所移転に
伴い発生した金額であります。

※ 1.関係会社との取引
支払手数料　　　　  　　384,845千円
受取利息　　　　　　　　　　100千円
法人税、住民税及び事業税 20,601千円
当該金額は、連結法人税額のうち、
当社の個別帰属額であり、連結納税親
会社へ支払う金額であります。 

―

（株主資本等変動計算書関係）

                   第10期
           （自 平成22年4月 1日
             至 平成23年3月31日）

                   第11期
           （自 平成23年4月 1日
             至 平成24年3月31日）

発行済株式に関する事項 発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末 株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末

普通株式㈱ 9,900― ― 9,900 普通株式㈱ 9,900― ― 9,900

（リース取引関係）

                   第10期
           （自 平成22年4月 1日
             至 平成23年3月31日）

                   第11期
           （自 平成23年4月 1日
             至 平成24年3月31日）
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該当事項はありません。 該当事項はありません。

（金融商品関係）

第10期（自 平成22年4月1日　至 平成23年3月31日）

1．金融商品の状況に対する事項

（1）金融商品に対する取組方針

当社は、投資信託委託業務及び投資顧問業務などの金融サービス事業を行っております。これ

らの事業を行うため、親会社である株式会社新生銀行からの出資により資金調達をしておりま

す。また、資金運用については、短期的な預金等に限定しております。

（2）金融商品の内容及び金融商品に係るリスク

当社が保有する金融資産は、主として国内金融機関に対する預金であり、預入先である金融機

関の信用リスクに晒されております。

未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、計算の対象となるそれぞれのファンドに組み入れら

れている有価証券等の信用リスク、運用リスク及び市場リスクに晒されており、差入保証金は、預

入先である賃貸人の信用リスクに晒されております。

また、金融負債である未払手数料及びその他未払金は、1年以内に支払期日が到来するものであ

り流動性リスクに晒されております。

（3）金融商品に係るリスク管理体制

①信用リスク

当社は、保有する金融資産の預入先である金融機関について、外部格付機関による格付を定期

的に確認することで管理しており、また差入保証金の預入先である賃貸先についても、外部格付

機関による格付を定期的に確認することで管理しております。

未収委託者報酬及び未収運用受託報酬については、ファンドの運用に関係する会社の格付け、

または財務状況等の信用リスクを定期的にモニタリングしております。　

②運用リスク

当社はリスク管理規定に従い、ファンドが組入れる資産配分及び信託約款等の遵守状況をモ

ニタリングし、その結果をリスク管理委員会に報告しております。リスク管理委員会がその報告

を受けて、ファンドの運用及び管理状況に改善の必要が認められた場合には、運用部に対しその

改善の指示を行います。

③市場リスク

当社はリスク管理規定に従い、市場リスク（金利リスク、価額変動リスク及び為替リスク）の

管理を行っております。ファンドが参照するベンチマークのボラティリティ等を参考にして、市

場リスクのモニタリングを行っており、その結果をリスク管理委員会に報告しております。ファ

ンドの運用及び管理状況に改善の必要が認められた場合には、運用部に対し改善の指示を行い

ます。

④流動性リスク

当社は金融負債における未払手数料については、資金繰表によりキャッシュフローを管理し

ております。また、その他未払金についても、毎月将来発生する支払金額を集計して資金繰りを

管理しております。

2．金融商品の時価等に関する事項

（1）貸借対照表計上額、時価及びその差額
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平成23年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりで

あります。

(単位：千円）

貸借対照表

計上額
時価 差額

①預金 748,455 748,455 －

②未収委託者報酬 189,465 189,465 －

③未収運用受託報酬 22,526 22,526 －

④差入保証金 44,119 27,016 △17,103

資産計 1,004,567987,463△17,103

①未払手数料 110,179 110,179 －

②その他未払金 61,025 61,025 －

負債計 171,204 171,204 －

（2）時価の算定方法

資　産

①預金

　保有している満期のない預金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿

価額によっております。

②未収委託者報酬

　未収委託者報酬については、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることか

ら、当該帳簿価額によっております。

③未収運用受託報酬

　未収運用受託報酬については、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していること

から、当該帳簿価額によっております。

④差入保証金

　差入保証金については、使用見込期間に基づいて算出した将来キャッシュ・フローを対応する

リスクフリー・レートで割り引いた現在価値により算定しております。

負　債

①未払手数料

　未払手数料については、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当

該帳簿価額によっております。

②その他未払金

　その他未払金については、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、

当該帳簿価額によっております。

（3）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ

れた価額が含まれております。また、当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用してい

るため、異なる前提条件等によった場合には、当該価額が異なる場合もあります。

（4）金銭債権の決算日後の償還予定額

（単位：千円）

１年以内 5年超
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①預金 748,455 －

②未収委託者報酬 189,465 －

③未収運用受託報酬 22,526 －

④差入保証金 － 44,119

合計 960,447 44,119

第11期（自 平成23年4月1日　至 平成24年3月31日）

1．金融商品の状況に対する事項

（1）金融商品に対する取組方針

当社は、投資信託委託業務及び投資顧問業務などの金融サービス事業を行っております。これ

らの事業を行うため、親会社である株式会社新生銀行からの出資により資金調達をしておりま

す。また、資金運用については、短期的な預金等に限定しております。

（2）金融商品の内容及び金融商品に係るリスク

当社が保有する金融資産は、主として国内金融機関に対する預金であり、預入先である金融機

関の信用リスクに晒されております。

未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、計算の対象となるそれぞれのファンドに組み入れら

れている有価証券等の信用リスク、運用リスク及び市場リスクに晒されており、差入保証金は、預

入先である賃貸人の信用リスクに晒されております。

また、金融負債である未払手数料及びその他未払金は、1年以内に支払期日が到来するものであ

り流動性リスクに晒されております。

（3）金融商品に係るリスク管理体制

①信用リスク

当社は、保有する金融資産の預入先である金融機関について、外部格付機関による格付を定期

的に確認することで管理しており、また差入保証金の預入先である賃貸先についても、外部格付

機関による格付を定期的に確認することで管理しております。

未収委託者報酬及び未収運用受託報酬については、ファンドの運用に関係する会社の格付け、

または財務状況等の信用リスクを定期的にモニタリングしております。　

②運用リスク

当社はリスク管理規定に従い、ファンドが組入れる資産配分及び信託約款等の遵守状況をモ

ニタリングし、その結果をリスク管理委員会に報告しております。リスク管理委員会がその報告

を受けて、ファンドの運用及び管理状況に改善の必要が認められた場合には、運用部に対しその

改善の指示を行います。

③市場リスク

当社はリスク管理規定に従い、市場リスク（金利リスク、価額変動リスク及び為替リスク）の

管理を行っております。ファンドが参照するベンチマークのボラティリティ等を参考にして、市

場リスクのモニタリングを行っており、その結果をリスク管理委員会に報告しております。ファ

ンドの運用及び管理状況に改善の必要が認められた場合には、運用部に対し改善の指示を行い

ます。

④流動性リスク

当社は金融負債における未払手数料については、資金繰表によりキャッシュフローを管理し

ております。また、その他未払金についても、毎月将来発生する支払金額を集計して資金繰りを

管理しております。
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2．金融商品の時価等に関する事項

（1）貸借対照表計上額、時価及びその差額

平成24年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりで

あります。

(単位：千円）

貸借対照表

計上額
時価 差額

①預金 797,088 797,088 －

②未収委託者報酬 147,167 147,167 －

③未収運用受託報酬 21,488 21,488 －

④差入保証金 44,119 29,013 △15,105

資産計 1,009,864994,758 △15,105

①未払手数料 83,601 83,601 －

②その他未払金 41,461 41,461 －

負債計 125,062 125,062 －

（2）時価の算定方法

資　産

①預金

　保有している満期のない預金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿

価額によっております。

②未収委託者報酬

　未収委託者報酬については、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることか

ら、当該帳簿価額によっております。

③未収運用受託報酬

　未収運用受託報酬については、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していること

から、当該帳簿価額によっております。

④差入保証金

　差入保証金については、使用見込期間に基づいて算出した将来キャッシュ・フローを対応する

リスクフリー・レートで割り引いた現在価値により算定しております。

負　債

①未払手数料

　未払手数料については、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当

該帳簿価額によっております。

②その他未払金

　その他未払金については、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、

当該帳簿価額によっております。

（3）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ

れた価額が含まれております。また、当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用してい

るため、異なる前提条件等によった場合には、当該価額が異なる場合もあります。

（4）金銭債権の決算日後の償還予定額

（単位：千円）
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１年以内 5年超

①預金 797,088 －

②未収委託者報酬 147,167 －

③未収運用受託報酬 21,488 －

④差入保証金 － 44,119

合計 965,744 44,119

（有価証券関係）

                   第10期
           （自 平成22年4月 1日
             至 平成23年3月31日）

                   第11期
           （自 平成23年4月 1日
             至 平成24年3月31日）

該当事項はありません。 該当事項はありません。

（デリバティブ取引関係）

                   第10期
           （自 平成22年4月 1日
             至 平成23年3月31日）

                   第11期
           （自 平成23年4月 1日
             至 平成24年3月31日）

当社は、デリバティブ取引を行っておりません
ので、該当事項はありません。

当社は、デリバティブ取引を行っておりません
ので、該当事項はありません。

（セグメント情報等）

                   第10期
           （自 平成22年4月 1日
             至 平成23年3月31日）

                   第11期
           （自 平成23年4月 1日
             至 平成24年3月31日）

1．セグメント情報

当社は資産運用業の単一セグメントであるた
め、記載を省略しております。

2. 関連情報

（1）サービスごとの情報

資産運用業区分の外部顧客への営業収益

が損益計算書の営業収益の90%を超えるた

め、記載を省略しております。

（2）地域ごとの情報

①営業収益

本邦の外部顧客への営業収益に区分し

た金額が損益計算書の営業収益の90%を超

えるため、記載を省略しております。

②有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金

額が貸借対照表の有形固定資産の金額の

100%であるため、記載を省略しておりま

す。

1．セグメント情報

当社は資産運用業の単一セグメントであるた
め、記載を省略しております。

2. 関連情報

（1）サービスごとの情報

資産運用業区分の外部顧客への営業収益

が損益計算書の営業収益の90%を超えるた

め、記載を省略しております。

（2）地域ごとの情報

①営業収益

本邦の外部顧客への営業収益に区分し

た金額が損益計算書の営業収益の90%を超

えるため、記載を省略しております。

②有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金

額が貸借対照表の有形固定資産の金額の

100%であるため、記載を省略しておりま

す。

（3）主要な顧客ごとの情報 （3）主要な顧客ごとの情報

（単位：千円） （単位：千円）
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エマージング・カレン

シー・債券ファンド

（毎月分配型）

新生・ＵＴＩインド

ファンド

エマージング・カレン

シー・債券ファンド

（毎月分配型）

新生・ＵＴＩインド

ファンド

営業収益 924,925 345,339 営業収益 871,660 266,667

（注）

当社は、投資信託委託会社として、約款に基づ

き投資信託財産から委託者報酬を得ておりま

す。そのため、投資信託からの営業収益について

は当該投資信託を顧客として開示しておりま

す。

（注）

当社は、投資信託委託会社として、約款に基づ

き投資信託財産から委託者報酬を得ておりま

す。そのため、投資信託からの営業収益について

は当該投資信託を顧客として開示しておりま

す。

（資産除去債務関係）

                   第10期
           （自 平成22年4月 1日
             至 平成23年3月31日）

                   第11期
           （自 平成23年4月 1日
             至 平成24年3月31日）

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているも

の

1．当該資産除去債務の概要

　　当社は、本社事務所の定期建物賃借契約に基づ
き、事務所退去時の原状回復義務に関し、資産除
去債務を計上しております。

2．当該資産除去債務の金額の算定方法

　　使用見込期間を24.4年と見積り、割引率は

2.056％を使用して資産除去債務の金額を計算

しております。

3. 当事業年度における当該資産除去債務の総額

の増減

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているも

の

1．当該資産除去債務の概要

　　当社は、本社事務所の定期建物賃借契約に基づ
き、事務所退去時の原状回復義務に関し、資産除
去債務を計上しております。

2．当該資産除去債務の金額の算定方法

　　使用見込期間を24.4年と見積り、割引率は

2.056％を使用して資産除去債務の金額を計算

しております。

3. 当事業年度における当該資産除去債務の総額

の増減

(単位：千円) (単位：千円)

期首残高

有形固定資産

の取得に伴う

増加額

時の経過に

よる調整額
期末残高 期首残高

有形固定資産

の取得に伴う

増加額

時の経過に

よる調整額
期末残高

― 26,661137 26,798 26,798― 556 27,355

（関連当事者情報）

　　第10期　（自 平成22年4月1日　至 平成23年3月31日）

　　1．関連当事者との取引

　　　　　当社の親会社及び主要株主（会社等に限る。）等

種類
会社等の
名称

所在地
資本金又は
出資金
(百万円）

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有

(被所有）割合

関連当事者
との関係

取引の

内容

取引金額
(千円）

科目
期末
残高
(千円）

親会社
株式会社
新生銀行

東京都
中央区

512,204銀行業
(被所有）
直接所有
100％

営業取引
役員の兼任

支払手数料 487,624
未払手
数料

62,890

連結法人税額の

うち連結納税親

会社への支出

29,349
その他
未払金

29,349

敷金の返還 △29,082
差入
保証金

44,119

敷金の差入 44,119

(注) 1．上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておりません。
2．取引条件及び取引条件の決定方針等
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一般的取引条件を基に、協議の上決定しております。

2．親会社に関する注記
親会社情報
株式会社新生銀行 （東京証券取引所に上場 ）

第11期　（自 平成23年4月1日　至 平成24年3月31日）

1．関連当事者との取引

　　　　　当社の親会社及び主要株主（会社等に限る。）等

種類
会社等の
名称

所在地
資本金又は
出資金
(百万円）

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有

(被所有）割合

関連当事者
との関係

取引の

内容

取引金額
(千円）

科目
期末
残高
(千円）

親会社
株式会社
新生銀行

東京都
中央区

512,204銀行業
(被所有）
直接所有
100％

営業取引
役員の兼任

支払手数料 384,845
未払手
数料

46,871

連結法人税額の

うち連結納税親

会社への支出

20,601
その他
未払金

20,601

敷金の差入 ―
差入
保証金

44,119

(注) 1．上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておりません。
2．取引条件及び取引条件の決定方針等

一般的取引条件を基に、協議の上決定しております。

2．親会社に関する注記
親会社情報
株式会社新生銀行 （東京証券取引所に上場 ）

（税効果会計関係）

                   第10期
           （自 平成22年4月 1日
             至 平成23年3月31日）

                   第11期
           （自 平成23年4月 1日
             至 平成24年3月31日）

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主
な原因別の内訳
繰延税金資産
①流動資産

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主
な原因別の内訳
繰延税金資産
①流動資産

未払事業税 1,051千円 未払事業税 979千円
小計 1,051千円 小計 979千円

②固定資産 ②固定資産
資産除去債務 10,904千円 資産除去債務 9,749千円
その他 891千円 その他 524千円
評価性引当額 △10,904千円 評価性引当額 △9,749千円
繰延税金負債(固定)との相

殺
△891千円

繰延税金負債(固定)との相
殺

△524千円

小計 ― 千円 小計 ― 千円
繰延税金資産合計 1,051千円 繰延税金資産合計 979千円

繰延税金負債 繰延税金負債
①固定負債 ①固定負債
建物 (除去費用) △10,737千円 建物 (除去費用) △9,093千円
繰延税金資産(固定)との相

殺
891千円

繰延税金資産(固定)との相
殺

524千円

小計 △9,845千円 小計 △8,568千円
繰延税金負債合計 △9,845千円 繰延税金負債合計 △8,568千円

差引：繰延税金負債の純額 8,794千円 差引：繰延税金負債の純額 7,588千円

2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税
等の負担率との差異の原因となった主な項目
別の内訳

2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税
等の負担率との差異の原因となった主な項目
別の内訳
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法定実効税率
(調整）

40.69%

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等
の負担率との間の差異が法定実効税率の百分の
五以下であるため、注記を省略しております。

交際費等永久に損金に算入されない項
目

0.20%

住民税均等割額 0.23%
評価性引当額の増減 9.29%
その他 △0.11%
税効果会計適用後の法人税等の負担率 50.30%

―

3. 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及
び繰延税金負債の金額の修正

「経済社会の構造の変化に対応した税制の構
築を図るための所得税法等の一部を改正する
法律」（平成23年法律第114号）及び「東日本
大震災からの復興のための施策を実施するた
めに必要な財源の確保に関する特別措置法」
（平成23年法律第117号）が平成23年12月2日
に公布され、平成24年4月1日以降に開始する会
計年度から法人税率の引下げ及び復興特別法
人税の課税が行われることとなりました。これ
に伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算
に使用する法定実効税率は従来の40.69％から
平成24年4月1日に開始する会計年度から平成
26年4月1日に開始する会計年度に解消が見込
まれる一時差異については38.01％に、平成27
年4月1日に開始する会計年度以降に解消が見
込まれる一時差異については、35.64％となり
ます。
この税率変更により、繰延税金資産は128千

円減少（繰延税金負債は1,199千円減少）し、
法人税調整額が1,070千円減少しております。

（退職給付関係）

                   第10期
           （自 平成22年4月 1日
             至 平成23年3月31日）

                   第11期
           （自 平成23年4月 1日
             至 平成24年3月31日）

親会社との出向者の取扱いに関する協定書に基づ
いて親会社に支払った金額を退職給付費用として計
上しております。

親会社との出向者の取扱いに関する協定書に基づ
いて親会社に支払った金額を退職給付費用として計
上しております。

（1株当たり情報）

                   第10期
           （自 平成22年4月 1日
             至 平成23年3月31日）

                   第11期
           （自 平成23年4月 1日
             至 平成24年3月31日）

1株当たり純資産額　　　　　 86,117円85銭
1株当たり当期純利益　　　　  5,892円47銭
（注）
1．なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益
金額については、潜在株式が存在しないため、
記載しておりません。

2．当期純利益は全て普通株式に帰属するもの
であります。また、期中平均株式数は議決
権総数と同一であります。

1株当たり純資産額　　　　　 90,438円31銭
1株当たり当期純利益　　　　  4,320円45銭
（注）
1．なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益
金額については、潜在株式が存在しないため、
記載しておりません。

2．当期純利益は全て普通株式に帰属するもの
であります。また、期中平均株式数は議決
権総数と同一であります。

（重要な後発事象）
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                                           第11期
                                   （自 平成23年4月 1日
                                     至 平成24年3月31日）

該当事項はありません。
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独立監査人の中間監査報告書

平成２４年６月７日

新生インベストメント・マネジメント株式会社

取締役会 御中

有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ  

 

 
指 定 有 限 責 任 社 員

業  務  執  行   社  員
公認会計士 岩　　本　　　　　正 印

 

 
指 定 有 限 責 任 社 員

業  務  執  行   社  員
公認会計士 青　　木　　裕　　晃 印

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、

「ファンドの経理状況」に掲げられている新生・ＵＴＩインドインフラ関連株式ファンドの平

成２３年１０月２６日から平成２４年４月２５日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわ

ち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行っ

た。

中間財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準

拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬によ

る重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判

断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務

諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認

められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間

財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうよう

な重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策

定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。

中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度

監査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査

法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づ

いて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用され

る。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監

査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、

中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査に

は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価

も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断

している。

中間監査意見

　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財

務諸表の作成基準に準拠して、新生・ＵＴＩインドインフラ関連株式ファンドの平成２４年４

月２５日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（平成２３年１０月
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２６日から平成２４年４月２５日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているもの

と認める。

利害関係

新生インベストメント・マネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員

との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

※１．上記は、当社が、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本

は当社が別途保管しております。

２．中間財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれておりません。

次へ
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独立監査人の監査報告書

平成２４年６月２６日

新生インベストメント・マネジメント株式会社

取締役会 御中

有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ  

 

 
指 定 有 限 責 任 社 員

業  務  執  行   社  員
公認会計士 岩　　本　　　　　正 印

 

 
指 定 有 限 責 任 社 員

業  務  執  行   社  員
公認会計士 青　　木　　裕　　晃 印

当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
「委託会社等の経理状況」に掲げられている新生インベストメント・マネジメント株式会社の
平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日までの第１１期事業年度の財務諸表、すなわ
ち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記につ
いて監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
することが含まれる。

監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対
する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる
監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を
実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施さ
れる。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示
のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性に
ついて意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況
に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制
を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者に
よって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して、新生インベストメント・マネジメント株式会社の平成２４年３月３１日現在
の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に
表示しているものと認める。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。

以　上

※上記は、当社（新生インベストメント・マネジメント株式会社）が、監査報告書の原本に記載
された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
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